
別紙５ 

個人情報の保護に関する取扱仕様書 

（個人情報保護の基本原則） 

１ 指定管理業務（以下「業務」という。）の実施に当たり、個人情報（個人に関する情報

であって、特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。）について、その保護の重要

性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正に取り扱わなければなら

ない。 

（個人情報の漏えい等の禁止） 

２ 指定管理者は、業務に関して、知り得た個人情報の内容を他人に知らせてはならない。

この業務が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 

（使用者への周知） 

３ 指定管理者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知

り得た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外に利用してはならないこと等の個

人情報の保護の徹底に関する事項を周知しなければならない。 

（適正な管理） 

４ 指定管理者は、業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止を図るた

め、管理責任者を選任し、個人情報の適切な管理を行わせる等個人情報の適正な管理に

ついて必要な措置を講じなければならない。 

（収集の制限） 

５ 指定管理者は、業務において個人情報を収集するときは、当該業務を実施するために

必要な範囲内で、本人から直接収集しなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

６ 指定管理者は、市の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を当該業務

の目的以外に利用し、又は提供してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

７ 指定管理者は、市の指示又は承諾があるときを除き、業務の実施に当たり市から提供

された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（資料等の返還） 

８ 指定管理者は、業務の実施に当たり市から提供され、又は指定管理者が収集し、若し

くは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の終了後直ちに市に返還し、又は引

き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

（再委託等における個人情報の取扱い） 

９ 指定管理者は、市の承認を受けて業務を再委託する場合は、再委託を受けた者との間

で締結する契約書等に、この個人情報の保護に関する規定を準用する旨を明記しなけれ

ばならない。この場合において、指定管理者は、当該契約書等の締結後、速やかにその

写しを市に提出するものとする。 

（事故発生時における報告） 

10  指定管理者は、業務の実施において、この仕様書に違反する事態が生じ、又は生ずる

おそれがあることを知ったときは、直ちに市に報告し、市の指示に従うものとする。業

務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 



【参考】  
静岡市防犯カメラ等の個人情報の保護に配慮した設置及び運用に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が設置し、又は管理する防犯カメラ等の設置及び運用に関し、個

人情報の適正な取扱いを確保するとともに、市民等の権利利益を保護するため、静岡市

個人情報保護条例（平成 17年静岡市条例第９号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）防犯カメラ等 犯罪の防止を目的とする防犯カメラ及び防災、施設管理等を目的と

する監視カメラで、特定の場所に継続的に設置され、かつ、特定の個人を識別できる

画像を撮影する可能性のあるものをいう。 

（２）個人情報画像 防犯カメラ等により記録された画像のうち、当該画像から特定の個

人を識別できるものをいう。 

（３）実施機関 市長その他の市の執行機関、公営企業管理者、消防長及び市議会のうち、

防犯カメラ等を設置し、又は管理するものをいう。 

（委託に伴う措置） 

第３条 実施機関は、防犯カメラ等の設置又は管理の委託(地方自治法(昭和 22年法律第 67

号)第 244条の２第３項の規定により同法第 244条第１項に規定する公の施設の管理を指

定管理者に行わせることを含む。以下同じ。)を行うに当たっては、個人情報画像の保護

のため、契約書等に委託を受けた者が遵守すべき事項等を明記する等の必要な措置を講

じるものとする。 

（防犯カメラ等の設置場所） 

第４条 実施機関は、防犯カメラ等の設置に当たっては、設置目的を達成するために必要

最小限度の撮影範囲となる場所に設置するものとする。 

（防犯カメラ等の設置の表示） 

第５条 実施機関は、防犯カメラ等の撮影対象区域内外の見やすい場所に、防犯カメラ等

を設置している旨並びに第７条に規定する防犯カメラ等管理責任者及びその連絡先を容

易に視認できる方法により表示するものとする。 

（画像表示装置及び録画装置の設置場所） 

第６条 実施機関は、防犯カメラ等の画像表示装置又は録画装置を設置する場合は、施錠

ができる室内等で、かつ、実施機関の職員以外の者が見通すことのできない場所に設置

するものとする。 

（管理責任者の設置等） 

第７条 実施機関は、個人情報画像の適正な取得及び安全管理を図るため、防犯カメラ等

の撮影対象区域ごとに、防犯カメラ等管理責任者（以下「管理責任者」という。）を置く

ものとする。 

２ 管理責任者は、当該防犯カメラ等の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職に 



  ある者をもって充てる。 

３ 管理責任者は、個人情報画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の安全管理

のために必要な措置を講じるものとする。 

（防犯カメラ等の画像表示装置及び録画装置の操作者の指定） 

第８条 防犯カメラ等の画像表示装置及び録画装置は、管理責任者がその操作を行う者と

して指定した者以外の者は、その操作を行うことができない。 

（個人情報画像の保存等） 

第９条 実施機関は、個人情報画像を保存する場合は、当該画像を加工することなく、撮

影時の状態のままで保存するものとする。 

２ 防犯カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合を除き、個人情報画像を複写し

てはならない。 

３ 実施機関の職員等は、管理責任者の許可なく、個人情報画像を記録した記録媒体（以

下「記録媒体」という。）を防犯カメラ等の画像表示装置又は録画装置の設置場所以外に

持ち出してはならない。 

４ 個人情報画像の保存期間は、原則として２週間以内の必要最小限度の期間とする。た

だし、これにより難い事情がある場合は、当該防犯カメラ等の設置目的に応じ、管理責

任者が保存期間を別に定めるものとする。 

５ 保存期間を経過した個人情報画像については、漏えい防止のため、これを確実かつ速

やかに消去するものとする。 

６ 記録媒体の廃棄に当たっては、漏えい防止のため、破砕等の措置を講じるものとする。 

（苦情の処理） 

第 10条 実施機関は、個人情報画像の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理

に努めなければならない。 

 （雑則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 18年２月１日から施行する。   
 


